
Hokkaido Shinkin Bank 

 

令和２年７月 

アンサーサービスをご契約のお客さまへ 

北海道信用金庫 

 

アンサーサービス契約に係る基本手数料の取扱方法変更について 

 

拝啓 平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、旧北海信用金庫の頃よりお客さまにご利用いただいておりますアンサーサービス

のアンサー基本手数料及びＦＢ基本手数料につきまして、下記のとおり翌月払いから当月

払いに変更することとしましたのでお知らせいたします。 

また、変更に伴い、令和２年７月分の手数料を無料とさせていただきます。 

ご不明な点がございましたら、お取引店へお問い合わせください。 

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．基本手数料取扱方法の変更内容 

  【変更前】当月分の基本手数料を、翌月１０日に引落とし（翌月払い） 

  【変更後】当月分の基本手数料を、当月１０日に引落とし（当月払い） 

 

２．変更時期 

   令和２年８月分より 

 

 ３．変更イメージ 

  （１）変更前 

      

 

   
 

（２）変更後 

７月 ８月（変更月） ９月 

 ６月分を、  ８月分※を、  ９月分を、 

 ７月１０日に引落とし  ８月１１日に引落とし  ９月１０日に引落とし 

※令和２年７月分は無料とさせていただきます。   

以上 

７月 ８月 ９月 

 ６月分を、  ７月分を、  ８月分を、 

 ７月１０日に引落とし  ８月１１日に引落とし  ９月１０日に引落とし 


